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労働移動と労使関係
―個別労働移動に着目して

近年増加していると言われる社内外への労働移動に対して，日本の企業別労働組合はどの
ように考え，どのような対応をしているのか，そして労働組合の役割はどのように展望で
きるのかを明らかにした。最初に 2 つの企業における労働移動を促進するための人事制度
改革の事例を確認した。そこでは社員の自律的キャリア意識を高め，中途採用・新卒採用
を受け入れやすくするためのジョブ型の等級制度や，社内での労働移動を活性化するため
の社内公募制度などが導入され，運用されている。労働組合はこれらの制度改革に肯定的
な見解であるが，職場では十分に改革の意図を消化できない組合員もいるのが現状であ
る。次にこういった制度改革を推進する企業の組織モデルと労働者類型から理論的な課題
を検討した。経営者と戦略に合致する能力を持つ労働者（CW）が対等に近づいていく
RE 型企業では，CW の成長や活用を中心とした制度改革となるため，労働移動の活性化
による恩恵を CW が享受することとなる。そこでは，CW と CW でない労働者（NCW）
との能力格差の拡大，CW の働き方から降りることの困難さ，自営型の働き方の延長線に
ある業務請負化などという変化が想定される。労働組合はそれらに対し，NCW のキャリ
ア開発への関与，CW から降りることを肯定的にする組織風土の醸成などに取り組む必要
がある。それは労働組合の雇用保障のあり方がこれまでの集団的なものから個別的なもの
へと転換していくということになる。
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Ⅰ　は じ め に

　これまでの多くの研究で扱われてきたように，
日本の労働組合は組合員の労働移動について労使
協議の場で経営側に発言をしてきた。これはいわ

ゆる配置転換という経営の意思による社内での個
人単位の労働移動だけでなく，社内での組織再編
や会社をまたがる事業譲渡や会社分割といった集
団的な労働移動もある。これらの労働移動に対し
て労働組合はどちらかと言うと消極的な態度を示
してきた。これは変化に対する不安や不透明さと
いう組合員感情に合致するものであろう。
　一方，近年の人手不足感，若年層を中心とした
離職の増加といった労働移動の状況の変化に対し
て企業はさまざまな施策を打ってきている。これ
までの新卒採用中心から新卒も中途も幅広く採用
の対象にするのは言うまでもなく，企業の戦略遂
行に必要なスキルをスピーディに調達し，効率よ
く活用するということを狙いとし，労働移動を促
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進させるための制度整備なども行われている。こ
こで着目されている労働移動は労働者が自らの意
思で動く類のものであり，労使協議で扱われてき
た労働移動とは異なるものである。
　このような労働者発意の労働移動は労使関係に
どのような変化をもたらすのだろうか。日本の労
働組合はそれをどのように捉え，どのような取り
組みをしているのか，そして今後どのような動き
が展望できるのかについて考えていきたい。

Ⅱ　労働移動の類型

　上述したように労働移動といってもさまざまな
形態があり，議論の的を絞るためにも労働移動と
は何なのかを明確にし，どういった種類の労働移
動があるのかを確認しておきたい。
　まず労働移動とは何かについてであるが，在籍
する企業が変わって仕事が変わることは明らかに
労働移動と言えるが，在籍する企業の名前や資本
関係が変わっても，仕事や周囲のメンバーもほぼ
変化がない場合，労働移動と言えるのだろうか。
社内で別の部門に人事異動し，仕事が変わったり
周囲のメンバーや仕事の相手が大きく変わったり
する場合，あるいは同じ部門内で管理職に昇進し
て，役割や仕事は大きく変わったが，部門も周囲
のメンバーも変わらない場合はどうなのか，など
さまざまなことが考えられる。本稿ではあまり厳
密に議論をせず，シンプルに①所属する企業が変
わる，②企業が変わらない場合でも所属する部門
が変わる，ことが労働移動だと定義して差し支え
ないと思われる。したがって上述した管理職への
昇進は労働移動に含めないが，それ以外について
は労働移動とみなすことにする。
　次に労働移動の種類について考察する。こちら

も厳密な議論を始めるとさまざまな要素が出てく
ると思われるが，今回は何を議論しているのかの
現在地を理解するための地図のような位置づけと
して整理したい。なお本稿で扱うのは企業別組合
が組織されていることの多い大企業の労働者，さ
らに主に正規雇用労働者の労働移動を中心とする。
　労働移動を分類するための軸を，①労働移動の
発意者は誰か，②労働移動の単位は個人か集団
か，③移動先は企業内部か外部か，と設定すると
表 1 のように分類できる。
　①については，経営側発意と労働者発意の 2 つ
だけでなく，その中間的な位置づけで，契約や制
度によるものも考えられる。もちろん契約時や制
度構築時の双方の意思は存在するとはいえ，当事
者がそのときに発意するというものではないた
め，中間的と位置づけておく。②は労働移動が集
団的・組織的に行われるものなのか，個人単位で
行われるのかという分類である。労働者発意で集
団的な労働移動ということもなくはないが，かな
り特殊なケースと考えられるので，集団的な移動
については経営側発意のみとしておく。③は労働
移動が企業の境界線を越えるかどうかである。企
業の境界を越えなくても，言うまでもなく企業内
部での配転や異動という形の労働移動は行われて
おり，さらに近年では労働者発意の労働移動を行
うための制度も普及しつつある。
　次に表 1 の A～F について説明しておく。A
は経営側発意で集団的に企業外部に移動する場
合，つまり企業組織再編によって企業が合併・統
合されたり，分割されたり，外部に事業譲渡され
たりという場合である。B は同じく経営側発意で
集団的だが，企業内部での移動という場合で，外
部環境や戦略の変化への対応やリソース配置の最
適化のための組織再編など，さまざまな状況が考

表 1　労働移動の類型

②組織・集団 ②個人
③外部 ③内部 ③外部 ③内部

①経営側発意 Ａ： 企業統合・分割・事業
譲渡

Ｂ： 職制機構の改廃・集団
的な配転 Ｃ： 出向・希望退職・解雇 Ｄ：配転・異動

①中間的 ― ― Ｅ： 契約期間満了・定年 Ｆ：定年後再雇用
①労働者発意 ― ― Ｇ： 転職・副業 Ｈ：社内公募
出所：筆者作成
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えられる。三吉（2023b）にはこのような場合に
労使協議や労働組合が職場での議論・意見集約を
行った上で施策を実行するとあるように，A や B
に対する労働組合の関わりは深い。
　C は経営側発意で企業外に個人単位で移動する
場合であり，解雇はもちろん，在籍出向という場
合もある 1）。希望退職は形式的には個人発意とも
言えるが，経営状況が悪化した際は退職勧奨が行
われることも多く，ここでは経営側発意としてお
く。また D は通常の人事異動・配置転換であり，
経営側発意で個人単位，企業内部の労働移動とな
る。これらについても仁田（1988）や上井（1994）
などにあるように労働組合は発言や労使協議の対
象にしてきた。
　E・F は個人単位の移動だが経営側発意でも労
働者発意でもなく中間的であり，契約や制度に
よって移動することになったものである。企業外
部に移動するのは E の契約期間満了や定年退職
といった場合であり，定年後同一の会社に再雇用
される場合は F とした。労働組合は制度構築時
にはもちろん発言や協議を行うが，個別の案件に
ついては発言することは少ないと考えられる。
　G は個人発意で外部に移動する場合であり，一
般的な転職はもちろん，副業は完全な労働移動で
はないがこれに含めておく。H は個人発意で企業
内部で移動する場合であり，社内公募やそれに準
じる制度を活用した移動ということになる。こち
らについても労働組合は社内公募の制度構築時な
どに協議を行うことはあるが，それ以外に発言す
ることは少ないだろう。
　ここまで労働移動の類型について見てきたが，
労働組合の交渉力の根源は団体交渉権および団体
行動権にあると言われる。したがって労使間で主
に取り扱われるのは集団的な問題であり，しかも
経営側が意図したものでなければ交渉・協議の俎
上に載せることは難しい。そうなると，A と B
が労働組合がフォーカスすべきあるいは活動の重
点を置いている領域と考えられる。しかしこう
いった企業組織再編に対する労働組合の対応につ
いては久本・電機総研（2005），坂（2015），呉

（2019），中村（2023）など多くの研究蓄積があり，
また経営側発意の個別異動（C・D）についても

過去から多くの研究蓄積がある。
　次に労働者発意あるいは中間的と位置づけた労
働移動を見てみよう。労働者発意の労働移動と
いっても組織に対する影響は小さなものではな
い。離職された職場も中途採用者を受け入れる職
場も，周囲の労働者に対する影響は大きい。労働
移動した本人にとっても，自分で判断したキャリ
アの転換点であるという重みや周囲からの目など
もプレッシャーになるなど，職場レベルに目線を
置くと大きな出来事だといえる。しかし上述した
ように労働組合として労働者発意・中間的な移動

（E～H）に対しては目立った取り組みを行っていな
いと考えられ，もちろん研究蓄積も十分ではない。
　近年の個別労働移動の増加，特に若年層の離職
の増加を考慮したとき，労働者発意の個別労働移
動に対して企業別労働組合は何をしているのか，
何ができるのかについて考察することは非常に重
要なことである。さらに 65 歳を超え 70 歳まで働
くという状況を考えると，50 代以降の高齢層の
労働移動も労働組合としても大きな課題である。
　そこで本稿では労働者発意の個人単位の労働移
動にフォーカスし，社外へ／からの移動，社内の
公募制を利用した移動といった，近年増加してい
ると言われる個人発意による労働移動に着目す
る。そして集団的なルール形成や規制を得意とす
る企業別労働組合がどのように状況を認識し，対
応しているのか，今後の労働組合の取り組みはど
のように展望できるのかについて明らかにするこ
とを目的とする。
　以降の流れとしては，まず個人の労働移動を促
進するための制度整備に取り組んでいる企業の事
例を確認する。続いてこれらの企業の人事制度改
革に対し，労働組合がどのような課題認識をし，
対応を取っているのかを確認する。そして青木

（2010＝2011），三吉（2023a）で展開されている企
業の組織モデルと久本（2019）の労働者類型を用
い，これらの企業の労使関係の今後を考察する。
最後にまとめとして労働移動という観点で企業別
組合はどういう方向に向かっていくのかについて
展望していきたい。
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Ⅲ　Ａ社の事例

　ここから 2 節を使って A 社，B 社の事例を確
認していく。A 社，B 社ともに BtoB 事業を中心
とした電機メーカーであり，国内従業員が 1 万人
を超える大企業である。A 社はプロダクト寄り
の事業が中心であるため，国内のさまざまな地域
に工場拠点を多数保有している。B 社はプロダク
ト系の事業からソリューション・ソフトウェア系
に事業の軸を移行しつつあり，国内工場拠点も少
数になっている。近年，両社ともキャリア自律の
意識を高め，社内外含めた労働移動を促進させる
制度を次々に導入しており，本節と次節ではそれ
ぞれ A 社，B 社の個人単位の労働移動に関連す
る人事制度とその運用状況について確認する。
　まずは A 社である 2）。A 社の企業の境界を越
える労働移動について，つまり表 1 の E および
G に関連する制度と状況について整理する。採用
の状況についてだが，新卒採用・中途採用共にか
なり増加傾向にあり，それぞれおおよそ同数，数
百名規模を計画しているとのことである。中途採
用についてはいわゆるリファラル採用にも力を入
れており，社員の紹介によって首尾よく採用が決
まった際に報奨金が支給されるとのことである。
一方，離職も増加傾向だという認識であり，感覚
的にはやはり若手層において増えているというこ
とである。また，50 代の高齢層はバブル期の大量
採用の影響もあって母集団が多く，この年齢層の
離職は若年層とは別の意味で多いとのことである。
　E の領域に関して，A 社では 65 歳定年を導入
することを決めている。これまでは定年である
60 歳以降は一旦退職したのちに再雇用制度で雇
用しており，賃金は働き方や仕事内容によるが大
幅に下がるという一般的な企業と同じような制度
であった。定年延長の背景には工場拠点における
ものづくり人材の確保という経営的ニーズがあっ
たと考えられる。新卒採用でも工場部門の技能者
の採用を増加させており，これも同じ背景であ 
ろう。
　次に社内での労働移動に関連する制度と状況

（H）である。2022 年から社内での公募制度の運

用を開始している。公募制度自体は以前からあっ
たのだが，事業場外から人を募りたいという特別
のニーズがあったときに募集するという慣行であ
り，通常の経営発意の異動（D）とは異なる人材
を得ようという場合に限った動きであった。しか
し A 社の公募制度は空いたポスト，人材を必要
とするポストがあればまずは公募することが基本
で，通常であれば部門内部で昇進させるときも今
後は公募という形をとることを目指しているとの
ことである。これまでとは逆に H の異動を標準
的なものとし，D の異動を例外的な位置づけに
しようという考え方であり，既にＤの異動時には
本人同意を得るという運用をしているとのことで
ある。さらに同時期に職能資格的運用をしていた
昇格試験を廃止 3）したため，労働者側から見て
も，部門内で仕事をしているだけでは上のランク
には上がることができず，自部門でも他部門でも
いいのでどこかの上位ポストに応募して合格しな
ければ等級を上げること，すなわち給料を上げる
ことができない制度になったのである。
　ここで少し等級制度と賃金制度についてポイン
トだけ触れておく。A 社では管理職層と組合員
上位層に対していわゆるジョブによる等級制度を
導入した。ポジションごとに役割と求められるス
キルや経験等が定義された書面が作成され，その
役割の大きさに応じて等級が割り当てられること
になっている。誰がそのポジションを担うのかと
いう点は等級には反映されないため，人基準の要
素はなく仕事基準の等級制度になっている。賃金
制度も一般的に見られるような昇給額が書かれた
賃金表に基づく個人単位の積み上げ方式ではな
く，等級や直近の人事評価だけで決まる洗い替え
方式となった。ジョブによる等級と評価だけで年
収が決まる 4）形になっているので，年功的な要
素は完全に排除されており，中途採用者を受け入
れる際にも仕事に基づく明確な基準で賃金が決ま
ることになる。
　もう一度社内公募制度に話を戻そう。社内公募
制度は公募するポストが多くなければ活性化する
ことはない。A 社では 1 年間で数百名が社内公
募に応募することによって異動し，その 2 倍程度
のポストが公募されていたとのことである。上述
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したように昇格するには上位ポストを獲得する必
要があるため，組合員下位層から上位層へのチャ
レンジ，組合員上位層から管理職へのチャレンジ
によって異動した人が目立つ。とはいえ，等級が
上がる異動の方が多いわけではなく，等級が変わ
らない横スライドの方が全体としては多くなって
いる。この制度を活用し，過去の異動で転宅を伴
う移動をした人が地元に戻ったり，地方に配属と
なった若手社員が都市部の事業場に移ったなどと
いう例もあるとのことである。
　最後に副業に関する制度について紹介する。A
社では社内で自発的に複数の部門に所属する副業
の制度は元々あり，一方で他社で雇用される形の
副業は認められていなかったが，新たに制度を整
備した。当該の社員が申請し，会社が承認すると
いう形ではあるが，会社の外に出て働くという選
択を増やすことになっている。
　これまで紹介してきた各種制度を整備してきた
ことにより，A 社では人材・スキルを部門内部
での育成だけでなく，社外や部門外からもスピー
ディに調達できるようにしている。人材の獲得だ
けでなく，経営トップの考えとしては人材が外に
出ていくことは必ずしも悪いことではないと位置
づけているようである。もちろん人材育成への投
資が回収できないのは経営にとってよいことでは
ないだろうが，ずっと社内に留まっているより
も，外に出て新たな経験，社内にいては得られな
い経験をしたのち，もう一度 A 社に戻ってくる
ことは歓迎するという考え方のようである。そう
いう意味でも最後に紹介した社外の副業制度も前
向きに導入しているとのことである。

Ⅳ　Ｂ社の事例

　次に B 社の事例である 5）。B 社は上述したよう
に事業の軸をプロダクト・ハードウェアからソ
リューション・ソフトウェアという方向に転換を
図っているため，従来社内になかったスキルが必
要となっていた。したがってコロナ禍前の時期か
ら中途採用の強化に取り組み，経営幹部や管理職
にも社外から多くの人材を採用していた。そのた
め，経営戦略上も労働移動を容易にする制度を急

いで整備する必要があり，A 社より早期に取り
組みを始めている。
　まず等級制度と賃金制度について説明してお
く。B 社ではいわゆるジョブ型の制度を 2023 年
度から導入しており，管理職層だけでなく一般社
員含めた全ての階層において職務記述書を作成
し，職務による等級を定義 6）している。等級は
個人の勤続や資格ではなく職務内容や役割・スキ
ル等によって定まるので，仕事が変われば上にも
下にも動くこととなる。したがって一度管理職層
のジョブに就き非組合員になった社員も，所属が
変わって自らのジョブの等級が下がれば組合員に
戻ることもありうる制度となっている。もちろん
自己選択で下げることも可能である 7）。賃金との
関係では，各等級に職種ごとの報酬レンジが定め
られており，その範囲内で賃金が動くことになっ
ている。職種は 3 種類設定されており，これまで
位置づけの高かった設計開発技術職や人事経理な
どの事務職は 2 番目の位置づけとなり，ソリュー
ション・ソフトウェアという戦略上必要なスキル
を持つ職種の報酬レンジが最も高くなっている。
この制度を導入した効果として，中途入社者の処
遇を職務に合致した適切な水準に設定することが
できるようになったとのことである。
　次に採用・離職（表 1 の G）の状況である。採
用の人数規模としては A 社の半数くらいではあ
るが，新卒採用も中途採用も同じくらいの人数を
採用しようとしている。中途採用は組合員層とし
ては 30 代技術者が比較的多いとのことだが，管
理職層や経営幹部にも外部人材を積極的に登用し
ている。離職については，若年層，特に 3 年目く
らいまでの離職が多く，3 年を超えると少し落ち
着く印象であるとのことであった。B 社労使とし
ては，等級・賃金制度で若手抜擢とそれに合致し
た処遇の可能性を明示し，初任給についてもかな
り上げてきている 8）といった制度面の整備を行っ
ている。しかし社員にキャリア自律を求める中で
は一定程度の離職は避け難いこともあり，現状と
して離職の抑制には至っていないようである。
　社内の移動（H）であるが，社内公募制度は B
社でも活発に利用されている。社内の昇進・昇格
そして職場異動は全て公募制にするということを
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目指す姿 9）としており，実際に年間数百件の公
募による異動が行われているとのことである。公
募の内容は退職等で空いたポストへの充員が多
く，事業拡大等のための新たなポストというのは
まだ少ないとのことである。しかし高齢者の退職
等で空きが出ることは多いので，公募の数は異動
実績の 3 倍程度となっている。
　高年齢層の労働移動（E・F）についても触れ
ておく。定年年齢は 60 歳で，以降は一般的な定
年後再雇用制度，つまり処遇を下げた上で働き続
けることを選択する制度がある。加えて 50 代の
うちに社外に転籍するための個別支援を受ける制
度を選択することもでき，必ずしも社内だけでな
い選択肢が用意されている。組合としても「再雇
用で働けると思っていたら（中略）やりたい仕事
ができなくなるとか（ということも起こる）。自分
がやってきたことを棚卸しして自信を持って違う
会社に行った方がイキイキと働ける可能性はあ
る 10）」という考え方で 50 代後半の組合員と話を
することもあるという。
　最後に人材開発の状況について簡単に述べる。
B 社では人材開発専門の部門を立ち上げ，人材育
成に投資を積極的に行っている。B 社社員なら
ネット上でだれでも無料で受講できるオンデマン
ドの研修を用意しており，自律的に学ぶ環境を用
意している。一般的に実施されている階層別研
修・専門研修だけでなく，入社数年目までの若手
向けの経営を理解するための研修，ジョブ型制度
導入に伴うキャリア研修や，管理職に対する人へ
のマネジメントの研修 11）といったように，戦略
的に強化すべき階層や内容にフォーカスした研修
も強化している。
　これまで A 社，B 社のいわゆるジョブ型の人
事制度について説明してきた。須田（2024）では
5 社のジョブ型人事のケースを紹介し，これらの
会社は「「ジョブ型人事が生み出す変化」の多く
を実践」しており，「ジョブ型人事によって人的
要件の「見える化」が起こるため，組織と個の対
等な関係，人材開発機能の強化や自律的キャリア
開発の促進」（須田 2024：141）という共通の変化
が起こっているとしている。A 社，B 社の事例も
もちろん多少の違いはあるものの，自律的キャリ

ア開発の促進を目指した制度であり，そのために
は内部あるいは外部との自発的な労働移動の活性
化は必然となる。次節では，この自律的キャリア

（キャリア自律）という考え方と労働移動の活性化
に対して，労働組合はどう考えているのかについ
て検討する。

Ⅴ 　労働組合は労働移動をどう考えてい
るのか

　本節では労働移動そのものや A 社・B 社の人
事制度改革のようにキャリア自律を求め，労働移
動を促進するような考え方・施策を労働組合がど
のように評価し，どのような課題意識を持ち，何
をしているのかについて述べていく。
　冒頭に述べたように，労働組合は経営主導の労
働移動に対してネガティブな立場をとっていると
言われるが，近年の労働組合の意識は雇用関係に
おける社会的な変化を受けて変化してきているの
だろうか。そこで，一般的な労働組合の労働移動
に対する意識，具体的には労働組合役員の意識の
変化について確認してみる。
　長谷川（2023）は労働調査協議会が実施した

「第 5 回　次代のユニオンリーダー調査」の結果
をふまえ，その転職容認志向について分析してい
る 12）。ここでは 2007 年，2014 年，2021 年調査
を比較 13）し，①雇用流動化や転職社会を容認す
る（転職受容意識の高い）ユニオンリーダーの割
合はかなり増加している，②転職受容意識の高い
ユニオンリーダーは所得再分配や格差是正といっ
た平等化促進への意識が高い，③転職受容意識が
高いユニオンリーダーに「組合の考え方と自分の
考え方が合わない」としている層が多い，という
結果を導き出している。「雇用が不安定になって
も転職しやすい社会をめざすべきだ」という設問
に，2007 年調査では反対が賛成を 10 ポイント以
上上回っていたが，2021 年調査では逆転し，賛
成が反対を 10 ポイント以上上回った。この結果
から，次代のユニオンリーダーの意識は転職社会
を受け入れていく方向といえる。また②より単な
る新自由主義的な競争社会を志向しているという
わけでもないことがわかる。このように，労働組
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合役員の意識も従来とは異なってきていることが
わかる。
　しかし，③の結果を見ると現在の労働組合組織
としては労働移動を受容していないのだろうかと
いう疑問も出てくる。具体的な例としてまずは産
業別組合の考え方を確認してみる。A 社・B 社に
対峙する A 労組・B 労組は電機連合加盟の組合
であるので，電機連合の考え方について電機連合

（2023）を参照し確認する。電機連合では 90 年代
以降に産業内で多発した組織再編などの経験か
ら，「電機連合職業アカデミー」など組合員の
キャリア形成を支援する取り組みを推進してきた
が，近年では春闘（総合労働条件改善闘争）方針
や運動方針にもキャリア形成支援の項目を取り入
れている。
　電機連合（2023）によれば，春闘の方針におい
て，キャリアについて自律的に考え，行動し，継
続的にキャリア開発に取り組むことが重要だとし
た上で，「今後の事業の方向性，人材育成方針や
能力開発計画について労使共有するとともに，組
織や個々人に必要なスキル・行動を明確にしたう
えで，一人ひとりのキャリア形成に向け」労使協
議を行うとしている。そして具体的に「①自律的
なキャリア形成につながる意識改革，②リスキリ
ングを含む能力開発環境の整備，③習得した能力
を発揮できる機会の提供，④学びに必要な時間や
費用の確保」を取り組みとして明示している。特
に③の能力の発揮のために，挑戦できる場の提供
が必要であるとし，キャリア形成に向けた社内で
の労働移動が可能になる制度を例に挙げている。
　このように，産業別組合である電機連合では構
成組合に対して自律的キャリア形成に向けた意識
改革や制度構築を求めている。つまり，自律的
キャリア形成への積極的な姿勢は産業別組合とし
ても持っており，社外への人材流出を推進する立
場ではもちろんないものの，さまざまな労働移動
が起こることに対して否定的ではないようである。
　続いて A 社・B 社の制度改革に対して，対峙
する A 労組・B 労組はどのように考えて，どの
ような取り組みを行っているのだろうか。いずれ
も制度導入時は労使委員会を立ち上げて制度の細
かい部分も含めて議論を行い，組合としてその経

過を職場に開示した上で対話・討議を行い，民主
的な手続きを経た上で導入されているため，基本
的な考え方において齟齬はないというのが前提で
ある。したがってここまで説明してきたジョブ型
の等級・賃金制度，そしてキャリア自律や自発的
労働移動を促進する制度について，A 労組・B 労
組ともに肯定的な態度であった。その中で両労組
が職場を見て感じている課題を挙げていく。
　職務による等級制度であるため，もちろん高い
レベルの仕事ができる実力があり，その仕事に就
くことができれば等級を上げることは可能であ
る。しかし管理職のポスト自体は組織の数以上に
設置されないため，「自分の今やっている職（部
門内）で上に上がっていきたいというとき，ポジ
ションが空かないと難しい。例えば課長がいなく
ならないと課長になれない 14）」という声がある
とのことである。仮に管理職相当の仕事ができる
能力があったとしても，実際にその職務に就いて
いないため処遇を上げられないということであ
る。職能資格制度であれば職能等級を上げられた
のだが，労働者側のそのメリットはなくなってい
るのである。経営管理の立場として等級のインフ
レによる人件費負担の安易な増加を起こさないこ
とは大事であるが，社員のモチベーション維持と
のバランスをどのようにしていくのか，今後の労
使の課題と言えよう。
　次にキャリア自律の意識についてである。これ
は A 労組・B 労組双方から聞くことができたが，
ジョブ型制度やキャリア自律の受け止めに否定的
な社員は一定数おり，それは比較的高齢層に多く
みられるとのことである。例えば B 労組による
アンケートでは高齢層の組合員の方が若年層より
もキャリア形成に対する意識がやや低い傾向がみ
られたとのことである。また，これまでの処遇の
高さに対して現時点の仕事（職務）のレベルが十
分ではなく，処遇が下がらざるをえない労働者が
おり，A 労組ではそういった点に不満の声を上
げる組合員がいるとのことである。
　そこで組合としてキャリア自律の意識を高める
ための取り組みも行っている。B 労組では職場の
組合リーダーの研修会において，B 社のキャリア
開発部門の責任者を招き，キャリア意識を高める
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講演を行っている。執行委員クラスであればある
程度キャリア自律の意識を持っていることが考え
られるが，職場組合員に近い役員に対して啓発活
動をすることで，一般の職場組合員への意識の浸
透を図っているとのことである。
　既存の組合員を経営の意思で動かすことに対し
ては慎重な態度であった組合も，組合員個人の自
発的な意思で動くことに対してはその効果も想定
し，前向きになっているといえる。逆に個人が労
働条件を向上させていくための努力による能力伸
長の蓄積が組織の力を向上させると認識している
のだろう。
　これまで述べてきたように，経営側ニーズによ
る労働移動促進の施策に対し，労働組合は前向き
に受け止めているものの，若年層の離職増加や
キャリア自律・職務に応じた賃金という流れに乗
り切れない組合員などへの対応はまだ十分ではな
いようである。しかし企業内部も含めた労働移動
の拡大という流れが逆になることは考えにくい。
では，労働移動の拡大に対して，労働組合，特に
企業別組合の今後の活動はどのように展望できる
のだろうか。それを考えるために，まず A 社・B
社のような自発的な個別労働移動が増加しつつあ
る企業における労使関係の変化について考察して
みよう。

Ⅵ 　個別労働移動促進による労使関係の
変化

　いわゆるジョブ型の等級制度とそれに基づく賃
金制度，活発に公募が行われる社内公募制度，社
内外の副業制度，年齢や勤続年数に依存しない各
種制度などによって社内外の労働移動が促進され
る環境が構築されることになる。それが従業員の
自律的キャリア意識や人材開発行動の活性化につ
ながることになるのだが，これから日本企業がそ
ういった環境に変化していくとしたとき，労使関
係はどのように変化するのだろうか。本節では青
木（2010＝2011），三吉（2023a）で提起されてい
る組織モデルと労働者類型，そして久本（2019）
で提起されている労働者類型を用いて考察する。
　この組織モデルについて簡単に説明しておく 15）。

ここでは，経営者の認知資産（MCA：Manage- 
ment’s Cognitive Asset） と 労 働 者 の 認 知 資 産

（WCA：Worker’s Cognitive Asset）がそれぞれ戦略
遂行にとってどれくらい不可欠なのかと，MCA-
WCA 間（垂直的）および WCA-WCA 間（水平
的）の関係性に応じて組織モデルを 5 種類に類型
化している。本稿の議論ではその中の S 型・ 
H 型・RE 型の 3 つの類型を用いることとする。
S 型は MCA・WCA が互いに準不可欠とされ，
高度成長期以降の日本企業の労使関係をモデルと
したものである。H 型は MCA が不可欠，WCA
が準不可欠あるいは非不可欠とされ，北米モデ
ル・株主志向型モデルと言われている。RE 型は
MCA・WCA が相互的に不可欠で，ともに他方の
協力がないと戦略が実現できないとされており，
グローバルでの事業を展開する日本の大企業がこ
の形態に向かって進んでいると言われている。
MCA-WCA 間の垂直的関係については，S 型の
場合は認知共有と言われ，互いの情報共有が非 
常に進んでいる。H 型はヒエラルキー型とされ，
MCA から WCA への一方的な情報提供という形
となる。RE 型は相互的ヒエラルキー型 16）とさ
れ，MCA は全体環境，WCA は局所環境の観察
に特化し，互いに対等に観察値を移転し合う形と
されている。
　自発的な労働移動を促進させることは，労働者
側からすると企業なり職場なりという働く場と内
容を自分で選び，そして内部であっても公募制と
いう形で応募先の職場に選ばれるといった位置づ
けとなる。企業側としても企業の境界を越える労
働移動が活性化することで外部の人に選ばれるだ
けでなく，既に雇用関係にある内部の労働者から
も選ばれ続けなくては他部門に公募で移動された
り，離職されたりしてしまう。また言うまでもな
く採用や公募の活動によって雇用する労働者を選
ぶ立場でもあり続ける。すなわち，MCA と WCA
が相互に「選び・選ばれる」関係となり，会社と
個人が対等に近づいていくことになる。これは上
述した相互的不可欠の関係すなわち RE 型の特徴
であり，労働者発意の個別労働移動を促進させる
ことは組織が RE 型に向かうことにつながる。
　また三吉（2023a）は労働者（WCA17））を 3 つ



41

論　文　労働移動と労使関係

No. 773/December 2024

の類型に分けている。一つは MCA の戦略に沿っ
た能力を持ち，重要な位置づけである CW（Core 
Worker），そしてそれ以外である NCW（Non-Core 
Worker）も代替可能性が低い NCW1 と，代替が
容易で労働移動することの多い NCW2 に分けら
れるとしている。
　労働者の類型については，久本（2019）でも労
働組合との関係を含めて提起されている。久本は
仕事の集団性と個人成果の差の明確性という 2 つ
の分析軸を用い，4 つの類型を提起している。A
型は仕事は集団的だが個人の成果の差が明確とな
る「中期成果型雇用」で，管理職や研究開発技術
者，法人営業職などとしている。B 型は仕事は集
団的だが個人の成果の差は不明確である「典型雇
用」で，一般の正社員である。C 型は仕事は個別
的で個人成果の差が不明確な「時間型雇用」で，
アルバイト・パート・派遣労働者などである。最
後に D 型は仕事が個別的で個人成果の差が明確
な「短期成果型雇用」であり，個人営業職やタク
シー運転手，あるいは一社専属フリーランスとい
う疑似雇用も含まれるとしている。CW・NCW と
この A～D 型を結びつけると，完全に一致はしな
いが A 型は CW，B 型は NCW1，C 型は NCW2，
D 型は企業戦略と専門性の合致度合いによって
CW あるいは NCW2 に相当すると考えることが
できる。
　久本（2019）はさらにサーバント性（組織への
従属性）とメンバー性（組織との対等性）という概
念も提起している。日本の企業別労働組合は

「サーバント性を受け入れた上でのメンバー性
（メンバーシップ）の獲得」（久本 2019：7）を追い
求めたとしている。つまり強い発言力を持つ一部
の労働者を除いた多くの労働者が「労働時間・担
当職務／職種・勤務場所への企業への隷属」（久本 

2019：7）によって単なるサーバントとならないた
めに集団的な発言力を持たせる役割を担ってきた
のが企業別労働組合であったということである。
　表 2 に久本（2019）の類型と三吉（2023a）の類
型に基づいて，それぞれの性質と労働移動との関
係を整理した。それぞれの類型のサーバント性と
メンバー性の度合いは久本（2019）の議論を参考
に筆者が作成したものである。類型ごとの自発的
労働移動は三吉（2023a）9 章 9.3 節では外部と内
部を分けずに議論しているが，A 型の CW が
キャリアアップのための労働移動を考える際，企
業戦略と自らの能力がマッチしている間はより安
定的で成功の可能性の高い内部での労働移動を優
先するため，内部と外部では差が出ることとな
る。C 型は内部での労働移動が成功する可能性が
低いため，外部中心となる。
　ここまでの内容をふまえ，RE 型企業が内部・
外部の労働移動に関してどのような施策をとるこ
とになるのかを考えてみたい。RE 型企業にとっ
て戦略に基づく能力をもつ CW を調達すること
は重要な課題である。その能力の調達先は外部で
も内部育成でもどちらでもいいので，A 社・B 社
のようなキャリア自律・労働移動を促進する制度
導入や内部社員の育成を積極的に行うことは必然
と考えられる。先行きが不透明な時代でこそ戦略
を世の中の動きに柔軟に合わせていくことが必要
となるため，企業としては必要な能力を動的に身
につけられる CW や CW 予備軍といった優秀層
を特に育成の対象とすることになる。A 労組の G
氏も「優秀な人はどんどん流動的に動くけど，そ
うでない人はずっとそこに溜まるということが起
きてくる 18）」と述べているように，RE 型企業と
して内部労働移動を活性化したい対象は CW・A
型社員ということになる。かつてであれば B 型

表 2　労働者類型ごとの性質と労働移動の関係

久本（2019）
の類型

三吉（2023a）
の類型 サーバント性 メンバー性

自発的労働移動
内部 外部

A 型 CW 高 高 多 中
B 型 NCW1 中 中 少 少
C 型 NCW2 低 低 少 多
D 型 CW/NCW2 低 低 中 多

出所：久本（2019），三吉（2023a）を参考に筆者作成
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社員も企業がキャリアの面倒を見ることでさまざ
まな経験を積み，受動的かもしれないが成長する
ことができた。しかしこれからの RE 型企業では
そう簡単にはいかず，A 型社員と B 型社員の能
力格差が拡大していくことになる。
　次に考えられることは D 型の活用である。D
型はサーバント性もメンバー性も低いことが特徴
であり，企業戦略に不可欠ではない一般的な専門
性の活用であれば NCW2 と位置づけ，今まで通
り間接雇用や外部委託という形が継続すると考え
られる。一方，D 型の中で企業戦略に合致する
専門能力を持つ労働者も存在しうる。A 型は企
業戦略に不可欠な専門性を持つ労働者であり，中
途採用や内部育成によって直接雇用の CW とな
る。その A 型の中でもまとまって完結できる仕
事を個人で請け負うことができる労働者は，太田

（2023）で主張される「自営型 19）」に近い形態とな
りうる。MCA との対等性の強い CW が「自営型」
となっていくと，CW との関係は必ずしも雇用と
いう形態ではなく業務請負等の形を選択する RE
型企業が増えることも考えられる。
　次に RE 型企業で働く労働者の立場から見た課
題について考えてみる。第一には上述した A 型
と B 型との能力格差，育成・経験を積む機会の
格差である。会社内部の労働移動が公募だけに
なっていくことは，キャリアアップを図る A 型
社員にとって都合のよい環境と言えるが，これま
で会社指示の移動によってさまざまな経験を積
み，長い期間をかけて育ってきた B 型社員に
とっては厳しい環境となる。会社の指示によって
職場に入ってきた人に対しては，通常であれば周
囲のメンバーは新しい仕事に慣れるまでの期間は
ある程度寛容さを持ち，必要なことを教えてくれ
るだろう。しかし自己発意つまり「私はこの仕事
ができる」と宣言して入ってきた人に対してはど
うだろうか。そこまで寛容になれるのか，教えて
くれるのだろうか，ということを考えると，B 型
社員が積極的に公募を活用することができるの
か，そしてある程度の幅広い経験を積んで成長す
ることができるのか，という不安は残る。
　第二には A 型のサーバント性の高さからくる
課題である。定年退職まで A 型として全力疾走

し続けられる人はよいが，健康上の理由やその他
ライフニーズからくる理由などでサーバント性の
高さを維持することが難しくなる A 型社員もい
るだろう。ワーク・ライフ・バランスの議論でし
ばしば語られる話である。A 社や B 社の制度は
自発的な降格もありうるとしているので，例えば
管理職としてハードな残業をしながら仕事をして
いた人が，一担当者のジョブに公募で移動して無
理のない労働時間で仕事をし，但し賃金はその
ジョブに見合った水準になるということが制度上
可能になっている。しかし第一の課題と同様に，
現実的に受け入れた職場の周囲のメンバーと一担
当者としての関係をうまく築くことができるだろ
うかという問題がある。
　第三に D 型の活用についてである。容易に数
は増えないと思われるが，RE 型企業と CW とが

「自営型」から業務請負という関係で仕事をする
ことになった場合を考えてみる。D 型のメンバー
性の低さというのは，単にメンバーシップから外
れることによる不安定さだけでなく，組織への発
言力・影響力も低くなるということである。この
ような場合に労働組合として D 型の労働者の組
織化なども視野に入れ，発言力を守る，あるいは
活用する必要が出てくるだろう。
　ここまで述べてきたように，RE 型企業はより
戦略に合致した能力を持つ CW を調達するため
に労働移動を促進する制度構築を図ることになる
が，いくつかの課題が発生することが想定され
る。最後にまとめに代えて，RE 型企業に対峙する
企業別組合が取り組むべき方向を展望してみたい。

Ⅶ 　おわりに―労働移動時代における雇用
保障

　本稿で取り上げた A 社・B 社の事例は西村・
池田・田上（2023）で示された「「長期雇用型」
の労働市場に取って代わる「雇用流動型」の労働
市場が拡大しつつあるとはいえない」（西村・池
田・田上 2023：202）という結論と同様，長期雇用
型から雇用流動型に転換を図っている事例とは言
えない。新卒採用数が中途採用数と同等であるこ
とや内部育成にも注力していることなど，長期雇
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用型の特徴は十分に残っているのもその根拠とい
える。これらの事例は経営環境の先行きが不透明
な時代の中，柔軟な戦略転換とそのためのスキル
調達の速度の向上という経営ニーズがあって，そ
のニーズを満たすために長期雇用型である企業が
内外の労働移動を促進したり，キャリア自律を求
め内部人材の育成環境の整備を行ったり，人的要
件を明確にするジョブ型マネジメントを導入した
りしていると理解することができる。そしてその
制度は MCA と WCA の関係が相互的不可欠であ
る RE 型の組織モデルと整合しており，RE 型企
業では労働者類型ごとにいくつかの課題が想定さ
れる。長期雇用型の企業の全体が労働移動を促進
する方向に動くとは言えないかもしれないが，特
にグローバル競争の激しい領域の大企業を中心に
A 社・B 社のような人材戦略を採用する企業，す
なわち RE 型企業は増加してくることが想定され
る。では，そのような動きに対して企業別組合が
取り組むべき方向はどのように展望できるのだろ
うか。本稿のまとめに代えて考察してみたい。
　前節で議論した RE 型企業に対峙する労働組合
について考えよう。まず B 型のキャリア開発に
ついてである。NCW1/B 型の組合員が自らの
キャリアに向き合い，職業人生をより豊かにする
ために学習行動を含めてポジティブに動くことは
容易ではない。上述のように企業は CW/A 型を
中心に見ているため，労働組合こそが NCW1/B
型組合員に気づきや必要な情報を与えることが求
められる。B 労組ではキャリア自律への意識を高
めるための研修を行っていたり，またある大企業
の企業別組合では社内の他部門・他事業場の情報
提供を行い，内部の労働移動の選択肢を増やすよ
うな取り組みを行っているという。特に後者のよ
うな情報提供や離れた事業場間での交流の場を持
つなど，大企業と言っても自職場や隣接する職場
以外のことを知らないことが多い B 型の組合員
に対し，視野を広げる取り組みを行えるのは労働
組合ならではだと言えよう。
　次に A 型社員のライフニーズによる自発的な
降格についてである。これは B 型であっても同
じことが言えるが，特に A 型から「降りる」と
いう選択は制度上可能であっても周囲としても扱

いに困ることになる。しかし「降りる」ことがで
きないと個人としてもしんどい働き方になり，最
終的に個人にも組織にもよくない結果となること
が考えられる。そこで労働組合が「降りる」とい
う選択があることを肯定的に組織内に知らしめる
ことが求められる。65 歳あるいは 70 歳までとい
う長い職業人生の中，全力疾走してきた人が一度
緩やかな下り坂で働くという選択肢があってもい
いのではないか，そこから復活して再び頑張ると
いうこともあり，それが組織全体にとってより活
力を生むことになるのだということを労使協議や
運動方針の中で訴え，組織風土を変えていくとい
うことである。
　こういった取り組みは全て日本の労働組合が重
視している雇用保障につながる。すなわち，労働
組合としての雇用保障のあり方はどう変化するの
か，どう変化させていくのかということである。
これまでの労働組合の雇用保障の方法は，経営発
意の労働移動（表 1 の A～D）への対応が中心で
あり，集団的・受動的な形であった。その機能は
今でも極めて重要な機能であるが，今後求められ
るのは個々の労働者・組合員が自らの発意で労働
移動の準備を行い，行動することで自らの雇用を
守るという個別的・能動的なものにしていくこと
だろう。それは単に雇用の場を保障するだけでな
く，個々人の働き方の納得性も保障することにつ
ながる。そのためには最終的には個々の労働者が
努力しなくてはならないのだが，個別化された労
使関係への対応という意味でも，企業別労働組合
にできることは多いのではないだろうか。

 1）転籍については個別の状況によって経営側発意の場合も労
働側発意の場合もあるため，ここではどこにも含めていない。
経営側発意なら解雇と就職先あっせんという形，労働側発意な
ら転職という形に近いと考えられる。

 2）A 社とそれに対峙する A 労組の事例は A 労組 A1 支部役員
G 氏 へ の イ ン タ ビ ュ ー（2024 年 4 月 3 日，8 月 1 日，8 月 7
日）によるものである。

 3）それまで A 社では役割・仕事等級の制度に職能資格制度的
な運用が併用されており，昇格試験を通過した社員は一定以上
のレベルの等級に位置づけられることが約束されていた。

 4）賞与の全体水準は業績や労使交渉等による決定となる。
 5）B 社とそれに対峙する B 労組の事例は B 社人事部門 H 氏・I

氏（2024 年 3 月 27 日），B 労組 B1 支部役員 J 氏・K 氏（同 3
月 25 日），B 労組本部役員 L 氏・M 氏（同 5 月 20 日），B 労
組 B2 支部役員 N 氏（同 7 月 26 日），B 労組 M 氏（同 8 月 7
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　みよし・つとむ　同志社大学社会学部産業関係学科助教。
主著に『個別化する現代日本企業の雇用関係―進化する
企業と労働組合の対応』（ミネルヴァ書房，2023 年）など。
労使関係論専攻。

日）へのインタビューによるものである。
 6）等級の数は組合員～管理職層で 10 等級程度とのことである。
 7）これらは A 社も同様である。
 8）B 社は 2024 年春闘では大学院卒の初任給を同業他社より 2

万円以上引き上げている。
 9）開発の方針変更などで仕事がなくなった人も原則としては

公募で仕事を探すことになっている。
10）B 労組 N 氏インタビュー（2024 年 7 月 27 日）による。カッ

コ内は筆者。
11）1on1 やコーチング，評価者研修などである。
12）この調査は現在の労働組合役員全てではなく，5～10 年先の

組合活動を中心的に担うと想定される若手の組合役員を対象と
していることに注意が必要である。

13）この比較結果については，40 歳未満のユニオンリーダーを
対象として分析をしている。

14）B 労組 M 氏へのインタビュー（2024 年 8 月 7 日）による。
カッコ内は筆者。

15）詳細な内容については青木（2010＝2011：2 章）および三吉
（2023a：3 章）を参照されたい。

16）RE 型の垂直的関係は青木（2010＝2011）ではヒエラルキー
型とされており，三吉（2023a）では H 型と区別するために相
互的ヒエラルキー型としている。

17）青木（2010＝2011）では MCA，WCA は認知資産を示すだ
けでなく，文脈に応じて経営者，労働者そのものを指すとして
おり，本稿でも同様の使い方をする。

18）A 労組 G 氏のインタビュー（2024 年 8 月 7 日）による。
19）この「自営型」は「まとまった仕事を一人で受け持つ，半

ば自営業のような働き方」（太田 2023：114）とされる。フ
リーランスがイメージされるが，必ずしもそうではなく，雇用
労働者でも自営型の働き方をしている人は多いとされる。
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